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会  議  録  


会 議 の 名 称 第４回行田市総合振興計画審議会  


開 催 日 時 平成 22 年８月６日（金）  


   開会：午後２時 00 分・閉会：午後４時 20 分  


開 催 場 所 行田市役所  305 会議室  


出席者（委員） 


氏 名 


田口英樹委員、香川宏行委員、小林友明委員、保泉欢嗣委員、新井健


一委員、鈴木秀憲委員、高橋弘行委員、原口方宏委員、小林康男委員、


長谷見輝生委員、大澤由子委員、新井誠委員、斎藤孝次委員、龍前三


郎委員、横田保良委員、澤田春雄委員、橋本信雄委員  


（名簿順）  


欠席者（委員） 


氏 名 


中村博行委員、根本和雄委員、小川勢津雄委員、引地みち子委員  


（同上）  


事 務 局 髙橋総合政策部長、高橋企画政策課長、森原主幹、西尾主事  


会 議 内 容 


○  第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱」  


 


会 議 資 料 


（資料名・概要等）  


○  次第  


○  第５次行田市総合振興計画追加資料  


○  第３回行田市総合振興計画審議会会議録  
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 発  言  者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  


 


 


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


※  会長あいさつ  


※  欠席委員の確認  


※  会議を「公開」とすることを決定  傍聴人２名  


※  資料一式に基づく事務局説明の後  


質疑応答  


（１）  第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・ただいま大綱の概念について事務局より説明があった。大綱と


して掲げた８つの柱をそれぞれの分野の目標として、それに向


かって様々な施策や細かな事務事業を展開していくということ


である。そして８つの柱がすべて結びつくことで理想とすべき


まちの姿に近づいていくというものが概念のようである。なお


本日欠席の委員より事前に御意見をいただいているので、部門


ごとに御報告したいと思うが、概念図についてはこの考え方に


賛同するとの御意見をいただいている。私としても、“やすらぎ”


や“はぐくみ”といった親しみやすくやわらかい表現を軸に計


画の理念をしっかりと踏まえた上で、市政の広い分野をコンパ


クトな大綱としてまとめてあると感じた。皆さま方はいかがか。


何か御意見があれば伺いたいと思う。  


・よろしいか。  


（一同賛成）  


・それではこの８つの柱について進めていきたいと思う。  


・大綱の部分に入りたいと思う。「やすらぎ  だれもが健やかで幸


せに暮らせるまちづくり」について事務局より説明をお願いす


る。  
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会  長  


 


 


 


 


 


 


委  員  


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


事務局  


 


 


 


 


 


 


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  やすらぎ」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・ここでは福祉全般にわたる分野について、「やすらぎ  だれもが


健やかで幸せに暮らせるまちづくり」という柱で表現させてい


ただいた。福祉といってもその取り組みは非常に幅広く、多岐


にわたっている。  


・ここでは「やすらぎ」の実現に向けた７つの政策についてそれ


ぞれ基本的な考え方を示しており、大変よくできていると思う。 


・何か御意見があればお願いしたいと思う。  


・先ほどの概念図はとてもわかりやすいと思った。  


・やすらぎの「４  安心して子育てができるまちをつくる」につ


いての質問だが、平成 22 年度より既に計画として動いている


「次世代育成支援行動計画」との関連性はどのようになってく


るのか。  


・それから私自身の意見としては、次世代育成支援行動計画の内


容をすべて基本計画の中に入れた方がいいのではと思う。  


・委員より健康福祉部で作成した次世代育成支援行動計画と５総


振の関係がどのようになっているのか、また参考にしているの


かについて御意見があったが、事務局より説明をお願いしたい


と思う。  


・まず関係性についてだが、総合振興計画を策定するにあたって


は、現在、市で実施している計画のみならず策定中及びこれか


ら策定予定である計画をすべて考慮した上で策定した。総合振


興計画はすべての計画の頂点に位置し、個々の政策や施策に対


する基本的な考え方を示したものである。当然、次世代育成支


援行動計画における内容のみならず、下位に位置する計画の考


え方はすべて網羅しているものと考える。  


・基本計画の策定にあたっては、10 年間という計画期間内に社会
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会  長  


 


 


 


 


委  員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


委  員  


状況がどう変化するか先が見えない中で、計画を生きものとし


て考えることが大切だと考える。新たな総合振興計画では、社


会経済情勢の変化に的確に対応できるよう、政策や施策におけ


る基本的な考え方や方向性を示すということである。具体的な


事務事業は毎年度ローリング方式による見直しを行う実施計画


で扱いたいことを申し沿える。  


・いま説明があったように、時代の変化に対して、流動的に対応


することが求められるので弾力的な計画が必要であるというこ


と、そして基本構想とは細かな方向性や事業を示すものではな


く、市の方向性の基本的な考え方を示すものであることを御理


解賜りたいということであったがよろしいか。  


・「１  健康に暮らせるまちをつくる」の中で４番目の「健康診査


の充実」だが、ぜひこの中に高度医療の充実に関しても入れて


細かいところまで落としていけるようお願いしたい。  


・保健センターではいろいろな検査を行っており、実際自分も胃


がん・大腸がん・レントゲン検査など受けてみた。しかし、一


般市民がこれで満足するのだろうかという中身であった。市職


員も一度自分で体験して、市民が安心して検査を受けられるよ


う検討してから細かいところに入っていただけないかと感じ


た。  


・また「７  だれもが安心して暮らせるまちをつくる」の中で、


自殺という言葉は入れたくはないと思うが、現在大変な社会問


題になっているので自殺防止の件もどこかで取り上げる必要が


あると思う。  


・高度医療に関しては、充実に向けた要望も聞いているところで


ある。高度医療を充実させるべく主体は医療機関の協力なくし


ては実現しない。市にはさらなる連携が求められるのではない


か。  


・８つの項目について相互に調整するとか、整合性を図るという
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会  長  


 


 


事務局  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


委  員  


 


ような審議の場はこの後あるのか。それとも各項目ごとに検討


していき各項目終了という形になるのかについて伺いたい。ど


のようなことを言いたいのかというと、例えば「快適」のとこ


ろで「４  豊かな緑と水辺環境に恵まれたまちをつくる」とい


う政策項目があり、その次の「うるおい」のところで「２  自


然環境との触れ合いに満ちたまちをつくる」という政策項目が


あるが、環境を扱うというスタンスと都市基盤を扱うというス


タンスが行政では縦割りになっているのか、もし縦割りになっ


ているとすれば、同じようなことを２つの大綱の中でやること


になるので無駄が出ると思う。  


・各部門との整合性について、いわゆる役所的な縦割りであるの


か、また横の連絡・調整について事務局ではどのようにお考え


か伺いたいと思う。  


・委員がいわれるように「快適」の「豊かな緑と水辺環境に恵まれ


たまちをつくる」を見ると、確かに「うるおい」との関連性を感


じるかと思うが、庁内では横の連携を軸に検討を重ね、相互調整


を図った上で大綱として示させていただいた。「快適」に対する取


組について、案の段階ではあるが基本計画より説明すると「豊か


な緑と水辺環境に恵まれたまちをつくる」の内容は、「公園整備の


促進と維持管理」「緑の保全と緑化の推進」ということを主な施策


として掲げてある。これは環境とは切り離してまちづくりの部分


の中で緑を増やしていきたいということや、河川の整備などを含


めて表現している。委員がいわれるようにニュアンス的には同じ


感覚でとれるが、「うるおい」は環境目線での取り組み、「快適」


はまちづくりにおける緑の保護や整備ということで、共通する部


分こそあるが、まちづくりの分野、環境の分野から整合性を図っ


た上で大綱として示させていただいている。  


・最終的にこの大綱や政策に基づいて、実際事業計画を立てた時


に、事業の重複は出てくるものの当然検討されると思うので、
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委  員  


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


 


 


事務局  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


そのようなことであれば大綱としては問題ないと思う。  


・現在、世間で 100 歳以上の高齢者の所在不明について問題にな


っている。今後ますます高齢化が進むにともない、地域住民と


のコミュニケーション、福祉、健康などが課題になると思うの


で、「やすらぎ  高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづく


り」は最も大切な政策になってくると思う。  


・委員より御意見があった事業の重なる部分ということについて、


特にこれを実行する場合は縦割りではなく各部・各課の横の連


絡を密にとっていただきたいということであった。  


・また委員より高齢化や高齢者の所在不明の問題もあるので「高


齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくり」が今後重要に


なってくる政策であるということで御意見があった。  


・事務局よりこれらの点について何かあればお願いしたいと思う。 


・市の事務事業は、単体の大綱や政策ですべてが完結するもので


はないと思う。たとえば、「支え合い」についていえば「やすら


ぎ」の分野にも「ふれあい」の分野にも、考え方として共通す


るものがある。市の事業では関連施策が重なる分野が相当ある


ので、それらの関連性を踏まえた上での計画推進は大切である


と認識している。  


・また委員がいわれた高齢者への取り組みについてはその思いを


しっかり踏まえて取り組んでいきたいと思う。  


・それから委員がいわれた自殺対策については地域の見守り活動


などに絡んでくることもあるかと思う。また、国や県における


対策など、そういったものを総括的に踏まえて計画の中で推進


していきたいと考えている。  


・それでは続いて２本目の柱である「快適  生活基盤が充実した


便利で快適なまちづくり」について事務局より御説明をお願い


したいと思う。  
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会  長  


 


 


 


 


 


委  員  


 


 


会  長  


事務局  


 


 


 


会  長  


 


事務局  


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  快適」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・「快適」は大綱の中ではまちづくりのハードの分野に視点を置い


て、まち並み形成、道路、交通、河川、上下水道、住環境とい


う各分野を捉えた上での６つの政策が柱となっている。  


・欠席の委員よりユニバーサルデザインの視点や観点にふれる一


文をお願いしたいという御意見をいただいている。  


・皆さまの御意見を賜りたいと思う。  


・行田市では以前ゾーン計画というのができていたと思うが、ゾ


ーン計画に基づいて今後まちづくり条例や景観条例がつくられ


る計画はあるのか伺いたいと思う。  


・ゾーン計画について事務局よりお願いしたいと思う。  


・ゾーン計画、いわゆる土地利用構想については、新たな総合振


興計画では掲載しないことを前回会議で説明申し上げた。総合


振興計画策定後につくられる都市計画マスタープランの中で具


体的に検討していくものと考える。  


・この計画ができた後、土地利用の方向性を基に、別に検討され


ていくということなので御了解願いたいと思う。  


・先ほど会長からお話があった委員からのユニバーサルデザイン


についての文言をという意見に関してだが、ユニバーサルデザ


インに対する考え方は、まちづくりだけではなくすべてに共通


するテーマ、理念となるものと考えているので、「快適」の分野


に限ってユニバーサルデザインの一文を入れるのは適当ではな


いというのが事務局の考えである。  


・それでは続いて３本目の柱である「うるおい  豊かな自然と共


生したうるおいのあるまちづくり」について事務局より御説明


をお願いしたいと思う。  
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会  長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  うるおい」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・この「うるおい」という柱については、環境を捉えた分野で、


廃棄物の適正な処理による資源循環型社会の構築、環境保全、


地球環境へ対応すべく温暖化対策と大きく３つの政策を掲げ


た。環境については行田市だけの問題ではなく、地球規模で取


り組むことが求められているグローバルな課題であると思う。  


・ここでは環境に対して、市がいかに率先して取り組むかの基本


的な考え方を示してあるが、皆さまの御意見を伺いたいと思う。


いかがか。  


＜原案のとおりで異議なし＞  


・続いて４本目の柱である「にぎわい  活気と活力に満ちたにぎ


わいのあるまちづくり」について事務局より御説明をお願いし


たいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  にぎわい」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・この「にぎわい」については、産業・経済・観光という観点か


ら地域の魅力の創出、農業、商業、産業、労働としてそれぞれ


の政策を掲げている。  


・行田市にはどこにも負けないくらい多くの資源があるにもかか


わらず、それを有効に生かしきれていない感は否めない。前回


会議の中でも委員より古代蓮の里を例にあげて御意見をいただ


いたが同様に感じている委員の方も多いと思う。  


・今後はこれをいかにして生かしていくのか、また農業、商業、


産業、労働については当事者の努力がまずは前提だが、その努


力の成果を伸ばしていくためにいかに市が有効な手立てを打ち
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委  員  


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


事務局  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


出し、さらに積極的に手を差し伸べていくのかという視点も重


要になってくると思う。この分野については直接市の活性化に


結びつく部分も多いと思う。  


・委員よりまちづくりの分野においても、ものづくり大学とさら


なる連携をという御意見をお聞きしている。  


・皆さま方の御意見を賜りたいと思う。  


・「にぎわい」に関して「１  地域の魅力にあふれたまちをつくる」


の特に観光について具体的な施策名などをあげて、今後どのよ


うにアピールしていきたいのかなどの説明をしていただきたい


と思う。  


・委員より、行田は特に観光について、古代からのいろいろなも


のがあるので具体的な施策などについての御意見があったが、


その件についてはこの後それぞれの専門的な部会で出されるも


のと思うが、現時点で事務局ではどのように考えているのかお


答え願いたいと思う。  


・観光の分野について、「のぼうの城」の映画の撮影も決まった中


で、テレビに取り上げられる機会も多く波に乗る大きなチャン


スである。このことから、観光プロジェクト推進室というもの


を立ち上げて、本腰を入れて行田の活性化に結びつける取組が


はじまっている。  


・観光基本計画に基づいた取組を既に推進しているが、ハード的


な整備はもちろんだが、一番重要なのは政策の展開の中にある


観光客の受け入れ体制の整備だと事務局では考えている。例え


ば、観光地に行って一番印象に残るものは、建物や看板などの


ハード的なものではなく、土地の人とのふれあいやその中での


ちょっとした会話の中で感じたものではないだろうか。  


・それに基づく施策として基本計画の部分ではあるが、おもてな


しの心の醸成を掲げている。市における取組はもちろん、市民


の皆さまにも行田の広報マンとなっていただき、ともに観光の
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会  長  


 


 


 


 


 


 


 


委  員  


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


事務局  


 


活性化につなげていきたいというのが市で考えている今後の方


向性である。  


・特にこの観光については行田の市民の皆さまはこれだけの宝が


あることを身近にありすぎて感じていない、また活用しない部


分が多々あるように思える。  


・今事務局より説明があったように映画の製作にも入ったようで


あり、また来月はテレビで行田が放映されるとも聞いている。


ぜひ委員の皆さまからもそういった面で一般市民として常日頃


から周りの方に行田の良さを啓発していただきたいと思う。  


・他に御意見はあるか。  


・「２  安心・安全な農産物を供給できるまちをつくる」について、


市民が農業にふれあうという部分に入るかわからないが、学校


給食の残飯や一般家庭の生ゴミの処理を今の状態ではなく、個


人では無理なので市に関与していただき有機質の肥料をつくっ


て、市民農園などの肥料にできたらいいと思う。私は米づくり


をしているが、安心・安全という面でもリサイクルできないも


のかと思う。  


・委員より農家としての立場から安心・安全な食料ということで


御提案いただいた。特に学校給食での残飯、あるいは家庭から


出る生ゴミを肥料として活用できないかといった面もこれから


検討すべきではないかという御意見をいただいた。  


・このような細かいことについては、先ほども申したように専門


分野で活用されるかと思う。また、先の広報でも御案内があっ


たかと思うが、県の水道局から芝を刈ったものなどを肥料とし


て活用していただきたいということでそのような案内も出てい


た。  


・事務局よりそのことについて何かあればお願いしたいと思う。  


・この御意見については環境の分野にも関連していると思う。残


飯の有効活用、有機堆肥ということで安心・安全な農産物にも
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会  長  


委  員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


 


 


 


事務局  


つながると思うので、計画を実施していく上で担当課の方に伝


えたい。  


・他に何かあるか。  


・商店街の立場として、御説明いただいたものと意見がずれるか


と思うが、平成元年から約 20 年間、観光と経済がどれくらい結


びつくのかということで観光と商店街の活性化、にぎわいの創


出について取り組んできた。  


・しかし、今現在においては観光というのは一過性の活性化であ


って、日常的な商店街のにぎわいにはなかなか結びつかないと


いうのが約 20 年間やってきた経過である。現在、川越との観光


の結びつきということで交流しているが、川越でも観光とまち


の活性化は実際結びついていないようで、まちには人がたくさ


んきても、お金を落とさないというのが一番の悩みだというこ


とである。  


・商店街と活性化の結びつきには、住宅政策しかないだろうとい


うのが我々の結論である。どのようにすれば人が日常的に増え


るか、住む人が増えるか、まちの中に働く人が増えるか、これ


が大きな商店街のにぎわいにつながるのではないかということ


である。この大綱の中のにぎわいとは少しずれるが自分の体験


上を話させていただいた。  


・今、委員より御提言があったが、なかなかこの活性化というの


は特に商店街において厳しいものがあるということであった。


お客さんがきてもお金を置いていってくれないということで、


基本的にはやはり住宅政策しかないだろう、人口が増えなけれ


ば何ごとも活性化が難しいという結論だということである。人


口をいかにして増やすか、またこれ以上減らさないようにする


のか検討が必要であるということだ。  


・事務局より何かあればお願いしたい。  


・商業活動に関しては、委員には商店街活動だけでなく、これま
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会  長  


委  員  


 


 


 


会  長  


 


事務局  


 


 


会  長  


 


 


 


 


 


 


 


会  長  


 


でも夏祭りなどで多大な御協力いただいており、活性化に向け


た取り組みを行っていただいている。まさに委員の御指摘どお


りであり、住宅政策をはじめとする様々な取組が絡んで、はじ


めてまちの活性化に結びつくという考えは事務局の方でも承知


している。  


・この部分の大綱では、あくまで商業に着目した中で基本的な考


え方を示している。ここに掲げたすべての政策が融合すること


で将来像の達成に結びつくものと考えているので、御意見を踏


まえて計画の方を実行して参りたいと思っている。  


・他に御意見などあればお願いしたいと思う。  


・全体像としては産業・経済・観光ということだろうが、政策項


目に番号がついているため、たとえば市民の方がご覧になった


時、はじめに観光がきていたらやはり行田市は観光に力を入れ


ていると感じるのではないか。番号をつける意味があるのか。  


・一般の人が見たら優先順な並びと感じるのではということだが、


事務局では何か意図があるのか、御説明をお願いしたいと思う。 


・大綱ごとの政策の柱立てではこの中でどれが一番優先かという


概念はない。すべてが重要であるとも考えている。冊子とする


際には番号の順番立ては行わない予定である。  


・御理解賜りたいと思う。  


・それでは続いて５本目の柱である「安心・安全  安心と安全に


支えられたまちづくり」について事務局より御説明をお願いし


たいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  安心・安全」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・ただいま説明があったが「安心・安全」については暮らしの根


幹を支える大変重要な部分ではないかと思う。そのことを鑑み
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「うるおい」の柱と同様に新たに独立させたということも頷け


る。幸いにも行田市は他市と比較すると、ここに掲げたものに


関して発生件数は少ない現状である。この状況を継続するため


にも行政には確固たる取り組みが求められる部分である。ここ


では、犯罪、災害、交通事故、消防・救急、消費生活と５つの


政策を掲げているが、委員の皆さまより御意見があれば賜りた


いと思う。  


・この「安心・安全」は全体を通して今回の基本計画の中で最も


重点項目だといっていいくらいだと思う。やはり行田は他の市


町村に比べ非常に災害も事件も少なくそれは行田の１つのポテ


ンシャルではないかと思う。これを重点構想にぜひ掲げていた


だきたい。行田の１つの売りであり、魅力であり、誇りである。 


・もちろん災害はいつ起こるかわからないが、それに対する備え


だけは行政が中心になって、市民は自立した心構えで行政に協


力しながら進めていただきたいと思う。残念ながら社会の変化


によって、虐待・不登校・いじめなど個人の努力、あるいは自


主自立が足りないために、このような問題が起こっているがこ


れは個の問題であり、やはり行政は「安心・安全」を重点項目


の１つに掲げてほしいと思う。  


・行田市は台風がきてもいつの間にか上空で風が弱まる、雪もそ


れ程積もらないなど市民は防災に関して、私も含めあまり危機


感を持っていないのではと感じることもある。  


・毎年行っているが７日に利根川で 120 名程集まり水防訓練を行


うため、我々議会としても参加させていただく。市民からは直


接見えないところだが日頃から訓練を行っており、万が一の場


合に備えるという体制もとらせていただいている。  


・委員より「安心・安全」について貴重な御意見をいただいたが


事務局でこれに対し何か付け加えることなどあればお願いした


いと思う。  
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会  長  


委  員  


 


 


 


 


会  長  


 


 


事務局  


 


 


 


 


会  長  


 


 


 


 


委  員  


・委員より人為的な事件、それから自然災害が少ないのは行田の


誇りであるという言葉をいただいたが、今、会長からあったそ


ういう状況に慣れてしまっているといったことに関連して、委


員の言葉を聞いて私自身気づかされた部分があった。  


・それらを踏まえた上で「安心・安全」のまちづくりは行政だけ


でなく、市民の力も非常に重要になってくると思うので、それ


らふたつを同時に確立させて「安心・安全」に支えられたまち


づくりということで、御意見を肝に銘じて取り組んで参りたい


と思う。  


・この大綱について他に何かあるか。  


・行田に越してきた者として感じているのは、災害が少ない地と


いうことである。  


・行田市は治安、交通事故、自殺も少ないという話もあったが、


もともと日本は治安は悪くないと思うが、行田市の全国的な位


置づけのデータがあるのかを伺いたい。  


・委員は他の地域から越されて来たが、行田市は非常に災害が少


ないというような御意見を賜った。それらについての統計があ


るのかどうかという質問があったので事務局お願いしたい。  


・統計については今手元に数値は用意していないが、犯罪発生件


数、交通事故、消防救急体制の出動件数、消費に絡む事件など


の発生件数がすべて統計にとられており、埼玉県下においても


犯罪や交通事故発生件数は少ない位置にあった。救急要請は増


加傾向である。  


・特に行田市は災害が少ないが、今市民からの救急車の利用が火


災よりも非常に多くなっているということである。余談ではあ


るが、行田市は、救急車並びに消防の大型車の運転に女性が活


躍されている。特に女性の救急患者さんの場合喜ばれているよ


うだ。補足として付け加えさせていただく。  


・「安心・安全」がキーワードになっていて、危機管理とあるが、
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会  長  


 


 


 


事務局  
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会  長  


 


 


 


 


委  員  


 


 


 


 


「危機管理」というキーワードに対し、宮崎の口蹄疫や新型イ


ンフルエンザなど防疫体制に対してどうお考えか伺いたい。  


・委員より貴重な御意見をいただいた。危機管理という面で、行


田市の場合家畜を飼っている方は非常に少ないが、そういった


面、あるいは流行性のものについての体制をどのようにお考え


かということで事務局お願いしたいと思う。  


・防疫に関しては、口蹄疫などに対する対策体制というものを行


田市では早急に立ち上げたところである。危機管理とは地震や


水害等に限ったものではなく防疫なども含め、外圧から市民を


守る取組すべてであると考えている。危機管理の分野は限定で


きないことから、広い意味で捉えた危機管理ということで御理


解いただければと思う。  


・それでは続いて６本目の柱である「はぐくみ  未来をひらく人


材と文化をはぐくむまちづくり」について事務局より御説明を


お願いしたいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  はぐくみ」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・内容は教育・文化・芸術の分野について７つの政策を掲げさせ


ていただいた。ここに共通するキーワードは、「人づくり」では


ないかと思う。将来を担う人材をつくりあげていくこと、そし


て「はぐくみ」に対する７つの政策について皆さまからの御意


見はいかがか。  


・８年前より文化庁で、伝統文化子ども教室というのをやってき


た。いち早く行田でも茶道・華道などが採択されたくさんの児


童・生徒が参加していた。これから国際社会に巣立っていく子


どもたちにこれが日本の文化ですと紹介できるようにがんばっ


ていただきたいと思うし、海外からのお客様を迎える時に日本
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会  長  


 


事務局  


 


 


 


 


 


 


委  員  


 


 


の文化をひとつでも紹介できるようになっていただきたいと思


う。  


・しかし先ほどの事業仕分けにより予算は１ /３になり、来年度で


打ち切りになってしまった。ぜひ市内でも子どもたちの豊かな


心を育てるお手伝い、また支援をしていただけたらありがたい


と思う。どうかよろしくお願いしたい。  


・国際社会への対応ということで専門的な立場から御意見をいた


だいた。事業仕分けにより厳しい局面ではあるが、文化振興に


取組んでいただきたいということであった。  


・「７  知的資源を生かしたまちをつくる」についての意見である。


高等教育機関というのを前面に出していただいたのはありがた


いと思うが、私どもは行田マイスターに協力しており、そうい


うことを考えると知的資源というのは高等教育機関だけではな


く、市民の中にある潜在的なパワー、特にお仕事を引退された


方を活用するというのを全体的に出していただいた方がそのも


のの活性化にもなると思うので、ぜひとも具体的な施策をうた


っていただきたい。   


・知的資源の活用という面で御意見をいただいた。  


・両委員の御意見について事務局よりお願いしたいと思う。  


・委員より御指摘いただいた御意見に対してだが、市の文化のさ


らなる発展と創出につながる取組を充実させていきたいと考え


ている。  


・委員からの御意見だが、今後の市政運営には、いわゆるマンパ


ワーというのは非常に重要になってくるかと思うので、これに


続く個々具体的な計画を推進していく上では、そのことを踏ま


えて取り組んで参りたいと思う。  


・知的障がいのある子どもたちの教育というのはどこに入るのか。


「２  学び・育み・生きる力のある子どもが育つまちをつくる」


のところか。  
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会  長  


 


 


 


 


 


・これについてはご指摘の政策にあてはまり、個々の特性に応じ


た教育の推進になろうかと思う。  


・それでは続いて７本目の柱である「ふれあい  支え合い、元気


に暮らせるふれあいのまちづくり」について事務局より御説明


をお願いしたいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  ふれあい」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・ふれあいの大綱については、前段の第 4 章のまちづくりの進め


方で考え方を示したものを、より具現化するための施策も書か


れているようだ。  


・市民と行政との協働というのは今後のまちづくりには欠かせな


い分野であるとともに、先の会議で委員がいわれた「みんなで


進めるまちづくり」の概念が、このふれあいの柱にはあるよう


に思われる。  


・さらに人権に対する政策として、男女共同参画に対する政策、


また交流活動に対する政策が掲げられている。委員からは市民


の自主自立を求める記述が必要とのことだが、ここについて委


員の皆さまいかがか。  


＜原案のとおり  異議なし＞  


・自主自立はコミュニティの分野だけに限ったことではないが、


協働を確立させるための前提になるものと認識している。  


・それでは続いて８本目の柱である「信頼  市民の期待にこたえ


る信頼のまちづくり」について事務局より御説明をお願いした


いと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第５章  施策の大綱  信頼」  
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会  長  


（資料に基づき事務局より説明）  


・「信頼」の柱には、今後の安定した市民サービスの提供を継続し


ていくために、健全な財政運営を推進していくための施策がひ


とつある。さらに窓口サービスの充実をはじめとする職員の資


質向上をうたった政策を掲げている。  


・これまでも、市が財政の健全化や職員の資質向上に取り組んで


きたことは私たちも承知しているが、これらの取り組みには終


わりがないので、今後ともさらなる努力が求められている分野


ではないかと思う。  


・この大綱について、皆さまより御意見を賜りたいと思う。  


・この「信頼」の項目は冒頭説明があったように施策の大綱の「幹」


であり、やはり一番の根幹をなすところだと強く思う。  


・行財政運営とカッコ書きになっているが、財政を考えると一つ


ひとつの事業を推進する上で、継続的にお金を確保していくこ


とが求められる。それらをきちんと継続していくためには、こ


こに経営感覚という言葉があるが民間並みの組織経営が求めら


れると思う。少なくとも言葉でいうのは簡単だが実際に役所の


中で、だれが見てもわかるような見解で取り組んでいただきた


い。  


・同時に行政運営というところで、（２）に明記されているように


これも横断的な連携に努めるのが非常に大事で、事業の重複も


含め、組織間の垣根をなくした上でのやりとりをして、一つひ


とつスピードを持った感覚で取り組むようにしていただきたい


と思う。機動性という言葉があるがこれも「言うは易し」で実


際に行動に移していくということになると極めて困難さを伴う


と思うが、今回の大綱を決定するにあたって最大に重要な部分


として、そういったことを今一度きちんと受け止めて取り組ん


でいただきたいと強く要望するということが私の意見である。  


・ある方が、市のサービスは「金があれば市はなんだってできる
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会  長  


 


 


事務局  


 


 


 


んだよ」とこのように言っていた。やはりこういう時代だから


こそ金がなくても優秀な人材や知的財産を活用し、そういう方


の視点や経営感覚も取り入れた市の運営を推進していただきた


いという御意見であった。  


・他に皆さまから御意見があれば賜りたいと思う。  


・「信頼」の副題に「市民の期待にこたえる信頼のまちづくり」と


ある。この「市民の期待にこたえる」という表現に違和感を覚


える。  


・今一番問われているのは「孤立」「孤独」「孤老」「孤食」の問題、


最近は「子育て」ではなく「孤育て」などの言葉もある。それ


はすべて社会の一人ひとりに責任があるものだと思う。行政は


我々に「自主」「自立」「自助努力」「自分のことは自分で」「自


発性」「自分を鍛えていく」「自己責任」などを求めており、ま


たそうあるべきだが、「市民の期待にこたえる」ということにな


れば、どうしても市民は行政に対して、これもやってほしい、


あれもやってほしい、これもつくってほしい、そういう気持ち


になってくるものだと思う。たかが言葉の表現といえばそれま


でだが、委員からもあったように、どこも今は財政が切迫して


いるので、ここの部分ではあまり市民が、依存心や依頼心を持


たないような表現にかえていただいた方がいいのではという私


の個人的な意見である。言葉としては「行政との協働」「行政と


の共存」などはいかがかと思う。  


・表現について「市民の期待にこたえる」は大変結構だが、誤解


を与えかねないということだ。今一度精査してみたい。  


・これについて事務局より何かお考えはあるか。  


・まず委員の御意見だが、経営感覚というのは御指摘どおりであ


り、何でも市民の要望にこたえてすべて実施していくという時


代ではないと思う。本当に必要な事業を取捨選択して進めてい


きたいということも踏まえて、まさにそういう意味で経営感覚
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という言葉を持ってきた。  


・続いて委員の御意見だが、市民の期待にこたえるという視点は、


行政職員の使命であると感じている。さらに、我々行政職員に


とっての引き締めというか、もっと頑張らねばという意味を込


めて、この表現としたところである。  


・大変長時間にわたったが、これで本日御審議いただく部分は終


了とさせていただく。  


議事の終了  


・本日の会議を持って基本構想の審議は終了とさせていただくが、


我々が市長に対して答申を行うのは主に基本構想の部分になろ


うかと思うので、これまで皆さまからいただいた貴重な御意見


を十分に踏まえて、的確な答申を行いたいと考えている。  


・今後は施策の大綱ごとの政策について、より具体的に示した基


本計画へと審議が移るが、基本計画はかなりのボリュームにな


ると思う。事務局では今までいただいた御意見を参考にして骨


子案を作成中である。原案として皆さまにお示しするのはもう


しばらく時間を要することになると思う。  


・次回の審議会の開催は基本計画が原案として整った後となるの


で、いくらか間を開けさせていただく。予定としては９月の中


頃の開催を目指しているというところである。どうかよろしく


お願いしたい。  


・それでは以上を持って会議の進行を事務局にお返ししたいと思


う。  


 


 


＜終了＞  


 





